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○高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例 

昭和４８年１２月２２日 

条例第７０号 

注 平成３年１２月１９日条例第２４号から条文注記入る。 

改正 昭和５６年４月１日条例第２０号 

昭和５８年１月２６日条例第１号 

昭和６０年３月２９日条例第４号 

昭和６１年３月３１日条例第７号 

昭和６２年３月２６日条例第３号 

平成３年１２月１９日条例第２４号 

平成６年９月３０日条例第１８号 

平成８年１０月１日条例第２１号 

平成１０年１２月１８日条例第２５号 

（題名改称） 

平成１１年７月１３日条例第１３号 

平成１２年３月２８日条例第１５号 

平成１２年９月２９日条例第３１号 

平成１３年９月２８日条例第２３号 

平成１４年６月２８日条例第２３号 

平成１４年９月２７日条例第３０号 

平成１６年６月２３日条例第１８号 

平成１８年３月２９日条例第１３号 

平成１８年６月３０日条例第２７号 

平成１８年９月２９日条例第３９号 

平成１９年１２月２０日条例第３１号 

平成２０年３月２８日条例第７号 

平成２６年９月３０日条例第５５号 

平成２７年９月２９日条例第４９号 

平成２９年９月２６日条例第３２号 

（題名改称） 

令和２年９月１８日条例第４４号 
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（目的） 

第１条 この条例は、重度の障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、その保健

の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。 

（平１０条例２５・平２９条例３２・一部改正） 

（対象者） 

第２条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」という。）

は、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）若しくは高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和５７年法律第８０号）に規定する被保険者又は規則で定める社会保険に関する

法律（以下「社会保険各法」という。）に規定する被保険者（日雇特例被保険者を含む。

以下同じ。）、組合員、加入者若しくは被扶養者で、市内に住所を有する者であって、そ

の者の前年の所得（１月から６月までの間にこの条例の適用を受けようとする者について

は、前々年の所得）が規則で定める額以下のもののうち、次の各号のいずれかに該当する

ものとする。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に規定する身体障害者手

帳（以下「身体障害者手帳」という。）の交付を受けている者で、その障害の程度が身

体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号の１級又は２級に

該当するもの 

(2) 規則で定める知能判定機関（以下「知能判定機関」という。）において知的障害の

程度が重度と判定された者 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条

に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項

の表の１級に該当するもの 

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第７条第４項

に規定する医療受給者証又は規則で定める受給者証の交付を受けている者のうち、次の

いずれかに該当するもの 

ア その障害の程度が国民年金法施行令（昭和３４年政令第１８４号）別表の１級の第

９号に規定する程度である者 

イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）第２条第１

項に規定する障害児のうち、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法

律施行令（昭和５０年政令第２０７号）別表第３の１級の第９号に規定する程度であ
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るもの 

(5) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、知能判定機関において知的障害の程度が

中度と判定されたもの 

２ 病院等（国民健康保険法第１１６条の２第１項に規定する病院等をいう。以下この項に

おいて同じ。）であって大阪府の区域内に所在するもの（以下この項において「府内病院

等」という。）に入院等（同条第１項に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。）

をしたことにより、当該府内病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者（２

以上の病院等に継続して入院等をしている者にあっては、当該２以上の病院等がいずれも

府内病院等である者その他の市長が定める者に限る。）で、同法又は高齢者の医療の確保

に関する法律に規定する被保険者（国民健康保険組合の被保険者を除く。）であるものに

係る前項の規定の適用については、同項中「市内に住所を有する者」とあるのは、「府内

病院等に入院等（２以上の病院等に継続して入院等をしている者にあっては、住所の変更

を伴う入院等のうち市長が指定するもの）をした際、市内に住所を有していたと認められ

る者」とする。 

３ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法（昭和４０年

法律第３３号）に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財その

他規則で定める財産につき被害金額（保険金、損害賠償金等により補充された金額を除

く。）がその価格のおおむね２分の１以上である損害を受けた対象者がある場合において

は、その損害を受けた月から翌年の１０月３１日までの間における当該対象者の所得に関

しては、第１項（前項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。）

の規定は適用しない。 

４ 第１項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。 

５ 次の各号のいずれかに該当する者は、第１項の規定にかかわらず、対象者としない。 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者 

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第１項に規定する支

援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２７号）附則第４条第１項に規定する支援

給付を含む。）を受けている者 

(3) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定に基づく措置により、医療費の支

給を受けている者 
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(4) 前３号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康

保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定により、対象者、国

民健康保険法の規定による世帯主若しくは組合員（世帯主又は組合員であった者を含

む。）又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者（被保険者、組

合員又は加入者であった者を含む。）（以下「対象者等」という。）が負担すべき額に

ついて全額公費負担を受けることができる者 

(5) 高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例（昭和５５年高槻市条例第１７号）

の規定により医療証の交付を受けている者 

(6) 高槻市子どもの医療費の助成に関する条例（平成５年高槻市条例第２５号）の規定

により医療証の交付を受けている者 

（平３条例２４・平６条例１８・平１０条例２５・平１１条例１３・平１２条例３

１・平１３条例２３・平１４条例２３・平１４条例３０・平１６条例１８・平１８

条例１３・平１９条例３１・平２０条例７・平２６条例５５・平２９条例３２・令

２条例４４・一部改正） 

（助成の範囲） 

第３条 市は、対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関す

る法律又は社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護

療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費について保険給付が行われた場

合における療養に要する費用（入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。）の額の

うち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額（以下「助

成額」という。）を助成する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、その限度において助

成を行わない。 

(1) 対象者の疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給

付を受けることができるとき。 

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校

振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者等の支払った一部負担金に相当

する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。 

(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸し付け、又は担保に供したとき。 

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 
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（平６条例１８・平８条例２１・平１２条例１５・平１６条例１８・平１８条例３

９・平２６条例５５・平２７条例４９・平２９条例３２・令２条例４４・一部改正） 

（助成の方法） 

第４条 前条の規定による医療費の助成は、市が助成額に相当する金額を当該助成を取り扱

う健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第１号に規定する保険医療機関

若しくは保険薬局又は同法第８８条第１項に規定する指定訪問看護事業者（以下「保険医

療機関等」という。）に支払うことによって行う。ただし、市長が特別の理由があると認

めるときは、対象者に支払うことにより当該医療費の助成を行うことができる。 

（平１３条例２３・平１６条例１８・平２９条例３２・一部改正） 

（一部自己負担額の支払方法） 

第４条の２ 前条本文に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、第３条第１項

の一部自己負担額を保険医療機関等に支払うものとする。 

（平１６条例１８・追加、平２９条例３２・一部改正） 

（助成の適用） 

第５条 第３条の規定による医療費の助成は、次条の規定による申請があった日の属する月

の初日（新たに対象者となった日の属する月に申請をした場合にあっては、当該対象者と

なった日）から適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、対象者が災害その他やむを得ない理由により次条の規定によ

る申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後１５日以内にその申

請をしたときは、当該対象者に係る医療費の助成は、その理由が生じた日の属する月の初

日（当該月の途中において新たに対象者となった場合にあっては、当該対象者となった日）

から適用する。 

（平３条例２４・平１３条例２３・平１６条例１８・平２９条例３２・一部改正） 

（助成の申請） 

第６条 第３条の規定による医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところによ

り、市長に申請しなければならない。 

（平２９条例３２・一部改正） 

（医療証の交付） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その資格を審査し、対象者であることを確認

したときは、規則で定める医療証を交付する。 

（平１３条例２３・平２９条例３２・一部改正） 
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（医療証の提示） 

第８条 前条の規定により医療証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）が、保

険医療機関等において第３条の規定による医療費の助成を受けようとするときは、当該保

険医療機関等に医療証を提示しなければならない。 

（平２９条例３２・一部改正） 

（損害賠償との調整） 

第９条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第３条の規定によ

り助成すべき医療費の全部若しくは一部の助成をしないこと又は既に助成した医療費に

相当する金額の返還を命ずることができる。 

（平１３条例２３・平１６条例１８・平２９条例３２・一部改正） 

（届出義務） 

第１０条 受給者は、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかに

市長に届け出なければならない。 

（平１３条例２３・平２９条例３２・一部改正） 

（譲渡等の禁止） 

第１１条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはなら

ない。 

２ 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。 

（平１９条例３１・一部改正） 

（助成額の返還等） 

第１２条 市長は、虚偽その他不正行為により、第３条の規定による医療費の助成を受けた

者があるときは、その者に助成額の全部又は一部に相当する金額を返還させ、又は支払い

を請求することができる。 

（平１３条例２３・平１６条例１８・平２９条例３２・一部改正） 

（資格の調査） 

第１３条 市長は、資格の審査のため必要があると認めるときは、第６条の規定による申請

をした者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求

めることができる。 

（平２９条例３２・追加） 

（報告の命令等） 

第１４条 市長は、第３条の規定による医療費の助成に関し必要があると認めるときは、受
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給者に対し必要な事項の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は

その職員に受給者その他の関係者に対し質問させることができる。 

（平２９条例３２・追加） 

（助成の制限） 

第１５条 市長は、受給者が、正当な理由なく、前条の規定による命令に従わず、又は同条

の規定による質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、第３条の規定によ

る医療費の助成の全部又は一部を行わないことができる。 

（平２９条例３２・追加） 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

（平２９条例３２・旧第１３条繰下） 

附 則 

１ この条例の施行期日は、規則で定める。 

（昭和４８年規則第８５号で昭和４９年１月１日から施行） 

２ 高槻市心身障害児医療費の助成に関する条例（昭和４８年高槻市条例第２０号）は、廃

止する。 

附 則（昭和５６年４月１日条例第２０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５８年１月２６日条例第１号）抄 

１ この条例は、昭和５８年２月１日から施行する。 

附 則（昭和６０年３月２９日条例第４号）抄 

１ この条例は、昭和６０年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６１年３月３１日条例第７号） 

この条例は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則（昭和６２年３月２６日条例第３号） 

１ この条例は、昭和６２年４月１日から施行する。 

２ 昭和６２年４月１日前に行われた療養に関する保険給付に係る改正前の高槻市老人医

療費の助成に関する条例、高槻市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例、

高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例及び高槻市被用者保険の被保険者等に対す

る医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則（平成３年１２月１９日条例第２４号） 
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この条例は、平成４年１月１日から施行する。 

附 則（平成６年９月３０日条例第１８号） 

この条例は、平成６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成８年１０月１日条例第２１号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の高槻市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例の規定、高槻市

母子家庭の医療費の助成に関する条例第２条第３項、第３条及び第４条の規定及び高槻市

被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例第３条、第４条及び第５条の

規定は、平成８年９月１日以後の医療に係る医療費から適用する。 

附 則（平成１０年１２月１８日条例第２５号） 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年７月１３日条例第１３号）抄 

１ この条例は、平成１１年８月１日から施行する。ただし、第３条第１項の改正規定、附

則第３項中高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例（昭和６０

年高槻市条例第４号）第２条第１項の改正規定（「又は組合員」を「、組合員又は加入者」

に改める部分に限る。）及び同条第２項第４号の改正規定（「前項第２号」を「前項第１

号」に改める部分を除く。）並びに附則第５項から第８項までの規定は、公布の日から施

行する。 

附 則（平成１２年３月２８日条例第１５号） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻市身体障害者及び知的障害者の医

療費の助成に関する条例、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例及び高槻市乳幼児

の医療費の助成に関する条例の規定は、平成１２年４月１日以後の医療に係る医療費から

適用する。 

附 則（平成１２年９月２９日条例第３１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年９月２８日条例第２３号） 

１ この条例中第１条、第３条及び次項の規定は平成１３年１１月１日から、第２条、第４

条及び附則第３項の規定は平成１４年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関す

る条例第２条の規定及び第３条の規定による改正後の高槻市被用者保険の被保険者等に
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対する医療費の助成に関する条例第２条の規定は、平成１３年１１月１日以後の医療に係

る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関す

る条例及び第４条の規定による改正後の高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費

の助成に関する条例の規定は、平成１４年４月１日以後の医療に係る医療費について適用

し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。 

附 則（平成１４年６月２８日条例第２３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１４年９月２７日条例第３０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年６月２３日条例第１８号）抄 

改正 平成１８年６月３０日条例第２７号 

平成１８年９月２９日条例第３９号 

１ この条例は、平成１６年１１月１日から施行する。 

２ 高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例（昭和６０年高槻市

条例第４号）は、廃止する。 

３ 改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり

親家庭の医療費の助成に関する条例、高槻市老人医療費の助成に関する条例（以下「新老

人医療条例」という。）及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例の規定は、平成１

６年１１月１日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費につ

いては、なお従前の例による。 

７ この条例の施行前に廃止前の高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に

関する条例第２条第１項に規定する対象者が受けた医療に係る医療費については、なお従

前の例による。 

（平１８条例２７・旧第５項繰下、平１８条例３９・旧第６項繰下） 

附 則（平成１８年３月２９日条例第１３号） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び高槻市ひ

とり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、平成１８年４月１日以後の医療に係る

医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。 

附 則（平成１８年６月３０日条例第２７号） 
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この条例は、平成１８年７月１日から施行する。 

附 則（平成１８年９月２９日条例第３９号） 

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

２ 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻市身体障害者及び知的障害者の医

療費の助成に関する条例、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、高槻市乳幼

児の医療費の助成に関する条例及び高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に

関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成１８年１０月１日以後の医療に係る医

療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。 

附 則（平成１９年１２月２０日条例第３１号）抄 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２８日条例第７号）抄 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例、高槻市身体障害者及び知的障害者の医

療費の助成に関する条例及び高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、

平成２０年４月１日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費

については、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年９月３０日条例第５５号） 

この条例は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年９月２９日条例第４９号） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例、高槻市ひとり

親家庭の医療費の助成に関する条例及び高槻市子どもの医療費の助成に関する条例の規

定は、平成２８年４月１日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る

医療費については、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年９月２６日条例第３２号）抄 

改正 令和２年９月１８日条例第４４号 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 附則第４条の規定 公布の日 

(2) 第１条中高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第２条第２
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項の改正規定（「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。）及び

第２条中高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第２条の２の改正規定（「控

除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。） 平成３１年１月１日 

（高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部改正に伴う経

過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例（以下

「新障害者医療費助成条例」という。）、第２条の規定による改正後の高槻市ひとり親家

庭の医療費の助成に関する条例（以下「新ひとり親家庭医療費助成条例」という。）及び

第３条の規定による改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例（以下「新子ども

医療費助成条例」という。）の規定は、平成３０年４月１日（以下「施行日」という。）

以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお

従前の例による。 

２ 次に掲げる者のうち引き続き新障害者医療費助成条例、新ひとり親家庭医療費助成条例

又は新子ども医療費助成条例による医療費の助成の適用を受けるものに係る施行日から

令和３年３月３１日までの間の医療に係る医療費についての新障害者医療費助成条例第

３条第１項、新ひとり親家庭医療費助成条例第３条第１項又は新子ども医療費助成条例第

４条の規定の適用については、これらの規定中「（精神病床への入院に係る給付を除く。）

が行われた」とあるのは、「が行われた」とする。 

(1) この条例の施行の際、現に第１条の規定による改正前の高槻市身体障害者及び知的

障害者の医療費の助成に関する条例（以下「旧障害者医療費助成条例」という。）第７

条、第２条の規定による改正前の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第５

条第２項、第３条の規定による改正前の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例第７

条又は第４条の規定による廃止前の高槻市老人医療費の助成に関する条例（以下「旧老

人医療費助成条例」という。）第６条の規定により医療証の交付を受けている者 

(2) 前号に掲げる者に類する者として市長が認めるもの 

３ この条例の施行の際、現に旧障害者医療費助成条例第７条の規定により医療証の交付を

受けている者（施行日において新障害者医療費助成条例、新ひとり親家庭医療費助成条例

又は新子ども医療費助成条例による医療費の助成の適用を受ける者を除く。）については、

施行日から次に掲げる日のいずれか早い日までの間、旧障害者医療費助成条例第２条第１

項及び第４項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第１項中「次の

各号のいずれか」とあるのは「第２号」と、同項第２号中「この条例」とあるのは「高槻
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市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例

（平成２９年高槻市条例第３２号）附則第２条第４項の規定による医療費の助成」と、同

条第４項中「次の各号」とあるのは「第１号から第４号まで」とする。 

(1) 新障害者医療費助成条例第５条の規定により医療費の助成の適用を受ける日の前日 

(2) 新ひとり親家庭医療費助成条例第６条の規定により医療費の助成の適用を受ける日

の前日 

(3) 新子ども医療費助成条例第８条の規定により医療費の助成の適用を受ける日の前日 

(4) 令和３年３月３１日 

４ 前項に規定する者のうち、施行日において同項の規定によりなおその効力を有するもの

とされる旧障害者医療費助成条例第２条第１項及び第４項の規定による対象者に該当す

るものに係る施行日から前項各号に掲げる日のいずれか早い日までの間（当該期間におい

て同条第１項及び第４項の規定による対象者に該当しないこととなる者にあっては、施行

日からその該当しないこととなる日の前日までの間）の医療に係る医療費については、新

障害者医療費助成条例の規定の例により助成する。この場合において、新障害者医療費助

成条例第３条第１項中「保険給付（精神病床への入院に係る給付を除く。）」とあるのは、

「保険給付」とする。 

（令２条例４４・一部改正） 

（規則への委任） 

第４条 前２条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定め

る。 

（高槻市行政手続における個人番号の利用等に関する条例の一部改正） 

第５条 高槻市行政手続における個人番号の利用等に関する条例（平成２７年高槻市条例第

５２号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

第６条 高槻市行政手続における個人番号の利用等に関する条例の一部を次のように改正

する。 

〔次のよう〕略 

附 則（令和２年９月１８日条例第４４号） 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、附則第３条の規定は、公布

の日から施行する。 
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（高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例等の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例第２

条第２項及び第３条の規定並びに第２条の規定による改正後の高槻市ひとり親家庭の医

療費の助成に関する条例第３条第１項の規定及び高槻市子どもの医療費の助成に関する

条例第４条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の医療に係る

医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。 

２ 前項の規定にかかわらず、高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例第２条第１項

に規定する対象者のうち施行日前から引き続き同一の住所を有すると認められるものそ

の他の市長が定めるものに係る施行日から令和３年１０月３１日までの間の医療に係る

医療費については、なお従前の例による。 

（高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等

の条例の一部改正） 

第３条 高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正す

る等の条例（平成２９年高槻市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

 


